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保険料納入通知書と一緒に、「！」マークの

ついた「国民健康保険料の軽減制度のご
案内」チラシと「国民健康保険料減免申
請書（特別軽減申請用）」が同封されてき
た世帯は、申請すれば保険料が減免され、一

人2000円必ず保険料が下がります。
特別軽減は、国保加入者の２人に１人が該当

しているのに、窓口申請が必要とされ、該当者

の３割しか減免されていませんでした。ようや

く昨年度、郵送申請が可能になり、減免件数が

増え、該当者の４割を大きく超えました。今年

も積極的に申請しましょう。

今年も郵送で申請できます
送られてきた申請用紙に保険証の記号番号、

住所、氏名、電話番号、申請日を記入するだけ。

ただし封筒と切手はご自身でご用意ください。

宛先は各区役所の保険年金課保険係または支所

区民福祉課保険係です。

コロナ対応で混雑を避けるための郵送措置で

す。いままでどおり窓口でも手続きできます。

特別軽減は郵送で申請できます！
マークのついた案内チラシが届いたら、必ず減免されます

国民健康保険料 納入通知書が来たらチェックを

保険料納付通知書と一緒に同封される案内チラシ

申請には令和２年中の所得の申告

が必要です。済ましていない方は

すみやかに所得の申告を！

所得が激減した方への減免は二つ！

●所得激減減免 前年所得が1000万円以下で、今年

の見込み所得が264万円以下、かつ前年の８割以下に

減少する世帯。所得割が３～７割減免に。

●新型コロナウイルス感染症による収入減の減免

＝前年所得が1000万円以下で、前年比３割以上の減

少が見込まれ、かつ収入以外の所得（株の配当など）

が400万円以下。保険料の２割から全額減免。

！


